申請No 26-0001
　　図書館等公衆送信サービス　利用申込書

□私は、図書館等公衆送信サービスを申込むにあたって、裏面の利用規約を遵守することに同意いたします。（□に✓を入れてください。）
※青字は必須項目　　※申込内容が複数の場合は、継続用紙に記載してください。
	申込者　　　
	学籍番号又は所属
	申込日　　　　　　 年　　　 　月　　 　　日
	利用者ID

	
	
	ﾌﾘｶﾞﾅ：
氏 名：
メールアドレス：
電話番号：
	


	申 込 内 容
	書名・雑誌名
	 
	著者名

	
	
	
	

	
	請求記号
（〇*〇*〇*〇）
	　

	ISBN／ISSN

	
	
	
	

	
	資料ID
	　
	

	
	複製箇所
(論文名／
ページ番号等)
	

※複写範囲を具体的に記載してください。
	ページ数

	
	
	
	


	
	支払方法
	□以下について確認しました。 ※校費を利用したい場合は、こちらをご確認ください。
・支払は前払いのみです。後払いはできません。現金書留による支払いはできません。
・オンライン支払となります。
※オンライン支払はクレジットカード（Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club）のみ。

	備考
	
	申込ＩＤ
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西大学図書館
【事務処理欄】
	
	日付
	所属
	氏名
	所蔵調査
□ □ KOALA
□ □電子リソースポータル
□ □発行機関のHP
□ □NDL・公共図
□ □Google 等（利用者には公式と思われるサイトを案内する）
🅰


	受  付
	／
	レファ・高・
ミュ・堺・みらい
	
	

	所蔵調査
	／
	レファ・高
ミュ・堺・みらい
	
	

	複製日
	／
	レファ・高
ミュ・堺・みらい
	
	

	送信日
	／
	レファ・高
ミュ・堺・みらい
	
	



【料金計算 (1)補償金】(単位：円) ※1：新聞(和)　2：定期刊行物(和)　3：本体価格あり図書(和)　4：左記以外
	資料の種類 ※
	料金
	消費税
	合計

	
	
	
	



【料金計算 (2)事務手数料】(単位：円)
	請求件数
	単価
	合計

	
	  500
	



【請求金額 (1)+ (2)】(単位：円)
	



作成日　2026年4月1日
関西大学図書館

関西大学図書館 図書館等公衆送信サービス利用規約

第1条 図書館等公衆送信サービス利用規約（以下、「本規約」という。）は、関西大学図
書館登録利用者（以下、「利用者」という。）が関西大学図書館において図書館等公衆送信サービス（以下、「本サービス」という。）を利用するにあたり、遵守する必要がある事項を定めたものである。
第2条 利用者は、本サービスを利用するにあたって、本規約に定めた事項を遵守することに同意したものとする。
第3条 利用者は、本学構成員とする。図書館独自発行利用券所持者（校友、地域市民、協定校利用者等）及び学外者は利用できない。
第4条 代理申込は一切受け付けない。
第5条 本サービスの対象資料は、総合図書館、高槻キャンパス図書館、ミューズ大学図書館、堺キャンパス図書館、吹田みらい図書館所蔵の冊子体図書、冊子体雑誌である。ただし、左記対象であっても、図書館等における複製及び公衆送信ガイドラインに基づき、利用対象外となる場合がある。
第6条 本サービスにおける資料の複製は、調査・研究目的の場合にのみ、許可される。
第7条 本サービスにおける資料の複製の利用の結果生じる一切の責任は利用者が負う。
第8条 利用者は、著作権法第31条及び資料の複製にかかり図書館の定めるところに基づき本サービスを利用する。そのため、複製は著作物の一部分においてのみ認められる。さらに、事情により申込をキャンセルすることがある。
第9条 利用者は、本人の認証情報を用いるなどして、第三者に本サービスを利用させてはならない。
第10条 利用者は、本サービスを使って入手したデジタルデータや、そのデジタルデータを用いて作成した複製物などを権利者の許諾なく第三者に送信、または転載してはならない。
第11条 利用者は、関西大学図書館における登録情報（メールアドレスなど）に変更が生じた場合には、関西大学図書館に届け出なければならない。
第12条 本サービスの利用は有償である。利用者は、関西大学図書館からの連絡を受け、所定の手続きにより料金を支払わなければならない。費用は資料種別等により異なり、都度算出することになるため、見積金額を提示することはできない。また、いかなる事由によっても返金は一切行わない。
第13条 利用料金の支払いは、前払いのみ受け付ける。
第14条 複製箇所は、申込時に特定されていなければならず、その特定のための調査は利用者が行う。
第15条 料金請求には、著作権にかかる複製可能範囲確認や料金算出が必要なことから一定の日数を要する。また複製物の提供は、料金入金確認後、３開館日以降となる。
第16条 図書館は、本サービスのために取得した個人情報を目的外には使用しない。ただし、図書館等公衆送信補償金管理協会に対して、利用実績に関わる情報を提供することがある。
第17条 規約違反が判明した場合は、当該利用者の本サービスの利用を停止し、その後一切の申込を受け付けない。
以　上
R0039-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　20260401
